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諮問第94号の答申 

ガス事業生産動態統計調査の変更について（案） 

  

本委員会は、諮問第94号によるガス事業生産動態統計調査の変更について審議した結

果、下記のとおり結論を得たので、答申する。 

 

記 

 

１ 本調査計画の変更 

（１）承認の適否 

平成28年９月９日付け20160906資第13号により経済産業大臣から申請された「基

幹統計調査の変更について（申請）」（以下「本申請」という。）について審査し

た結果、以下のとおり、統計法（平成19年法律第53号）第10条各号の各要件のいず

れにも適合しているため、「ガス事業生産動態統計調査」（基幹統計調査。以下

「本調査」という。）の変更を承認して差し支えない。 

 

（２）理由等 

ア 調査の目的の変更 

本申請では、調査の目的を、表１のとおり変更する計画である。 

表１ 

現 行 変更案 

ガス事業の生産の実態を明確にし、以っ

て、ガス事業法第１条に規定する目的達

成の基礎資料とする。 

ガス事業の生産の実態を明らかにし、ガ

ス事業に関する施策の基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

これについては、本調査から作成される統計（ガス事業生産動態統計）が基幹

統計であり、広範な利活用が想定されることを踏まえて目的の記載を一般化する

ものであることから、適当である。 

 

イ 調査対象の範囲の変更 

本申請では、調査対象の範囲を、表２のとおり変更するとともに、調査票様式

１－１中の事業者区分を、表３のとおり変更する計画である。 

表２ 

現 行 変更案 

ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）第２

条第 11項に規定するガス事業者について

行う。 

ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）第２

条第 12項に規定するガス事業者（同条第

10項に規定するガス製造事業者を除く。

以下同じ。） 
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表３ 

現 行 変更案 

 
 

 

 

 

 

※複数選択 

 

これらについては、電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第

47号。電気事業法（昭和39年法律第170号）、ガス事業法及び熱供給事業法（昭

和47年法律第88号）等の一括改正法）の施行に伴い、平成29年４月から、ガス事

業法に規定されるガス事業者の区分及び定義が変更されることを踏まえたもので

あり、適切な実態把握に資するものであることから、適当である。 

  

ウ 調査事項の変更 

本申請では、様式１－１及び１－２の調査事項について、表４のとおり変更す

る計画である。 

 

表４ 

No. 現 行 変更案 変更内容・理由 

① 様式１－１ 

 
  

・ガス事業法の改正

により、ガスの小

売が自由化される

こ と に 伴 い 、 大

口、小口の区分が

廃止されるため、

「 大 口 販 売 」 、

「小口販売」を統

合 

  

・ガス事業法の改正

により、「選択約

款」が廃止となる

ため、「うち選択

約款」を削除 

 

・ガス事業法の改正
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② 様式１－２ 

 
 

 

により、ガスの販

売地域の制限が廃

止となることに伴

い、的確な実態把

握の観点から、販

売量及び販売額を

地域ブロック別に

把握 

 

 

③ 様式１－１ 

 
  

・ガス事業法の改正

に伴い、ガスの生

産から供給に係る

業務の役割分担が

明確にされること

により、ガス導管

事業者では実態が

把握できなくなる

用途別のメーター

取付数を廃止し、

総数のみ把握 

 

・①及び②と同様の

理由から、「大口

販売」及び「小口

販売」を統合 

 

・①及び②と同様の

理由から、「うち

選択約款」を削除 

 

・①及び②と同様の

理由から、「調定

数」を地域ブロッ

ク別に把握 

 

④ 様式１－１ 

 

 

 

  
・ガス事業法の改正

に伴う託送供給制

度 の 改 正 を 踏 ま

え、「卸託送」を

「連結託送」に変

更するとともに、

「自己託送」を調

査事項として追加 

様式１－２  
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このうち、①～③において、調定数等を地域ブロック別に把握することについ

ては、ガス小売全面自由化の実態をより適切に把握するために、都道府県別に把

握することが望ましいと考えられる。 

しかしながら、都道府県別のガス需要等については、他の統計調査の結果から

把握可能な状況である一方、月次調査という限られたスケジュールの中で経常的

に報告を求めた場合、報告者の負担が著しく増加することが懸念される。したが

って、本申請で地域ブロック別の把握にとどまることは、現時点においては、や

むを得ないものと考える。 

ただし、ガス小売全面自由化の状況を適切に把握するとともに、その更なる進

展のためのデータ提供として、都道府県別に把握することは必要と考えられると

ころであり、例えば、年１回の調査事項として追加する等、その把握可能性につ

いては、引き続き検討することが必要である。 

前記以外の項目については、ガス事業法の改正に伴う利活用ニーズの変化を踏

まえた変更であり、適切な実態把握に資するものであることから、適当である。 

   

エ 調査事項の削除 

  本申請では、様式１－１及び１－２の調査事項について、表５のとおり削除す

る計画である。 

 

表５ 

No. 現 行 ／ 変更案 変更内容・理由 

① 

現

 

行 

様式１－１ 

 

 

・環境保護の観点

から使用されな

くなった「揮発

油」を削除 

 

・記入実績を踏ま

え、「その他」

欄の１つを削除 

 

・「その他」の記

入内容を明確化

するため、「種

別 」 及 び 「 単

位 」 記 入 用 に

（ ）を追加 

変

更

案 

 

② 
現

 

行 

様式１－２ 

 

変

更

案 
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③ 

現

 

行 

様式１－１  

・利用するガス事

業者がほとんど

見られない「石

炭ガス」、「そ

の 他 石 炭 系 ガ

ス」及び「揮発

油ガス」を削除 

 

・ガス事業法の改

正 に 伴 い 、

「（うち一般ガ

ス事業者）」を

削除 変

更

案 

 

④ 

現

行 

様式１－１ 

 

 

 

 

・本調査で把握す

る必要性が乏し

くなったため削

除 

変

更

案 

削除 

 

  これらについては、生産量等の実績がほとんどない等、把握の必要性の低下を

踏まえたものであり、利活用上の支障も認められず、報告者負担の軽減にも資す

るものであることから、適当である。 

 

オ 集計事項の変更 

本申請では、集計事項について、調査事項の変更に伴う追加・削除等を行う計

画である。 

これについては、調査事項の変更を踏まえ、所要の修正を行うものであり、時

系列データについても必要に応じて接続できるよう、データの継続性に配慮する

としていることから適当である。 

   

カ 公表の方法及び公表の期日の変更 

  本申請では、公表の方法及び公表の期日について、表６のとおり変更する計画

である。 

 

表６ 

 現 行 変更案 変更理由 

公表の方法 
定期刊行物その他に

より公表する。 

集計された結果をイ

ンターネット（資源

・利活用の実績に

即して記載を修
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エネルギー庁ホーム

ペ ー ジ 及 び e-

Stat）により公表す

る。 

正するもの 

・業務効率化の観

点から、刊行物

を廃止 

公

表

の

期

日 

月次調査 

・様式１－１ 

・様式２ 

数量に係る事項の結

果を翌々月20日まで 

 

（ 注 ） 「 調 査 票 提 出 月

の 翌 月 20日 」 を 意 味

している。  

数量に係る事項の結

果は、調査票提出月

の翌月下旬まで 

・日付を指定した

場合、月によっ

ては土曜日、日

曜日、祝日と重

なることから一

般的な記述に修

正するもの 四半期調査 

・様式１－２ 

金額に係る事項を調

査票提出月（６月、

９ 月 、 12 月 、 ３

月）の翌月 20 日ま

で 

金額に係る事項の結

果は、調査票提出月

（ ６ 月 、 ９ 月 、 12

月、３月）の翌月下

旬まで 

 

  このうち、公表の方法については、印刷物の作成が関係府省向けの僅かな部数

にとどまっており、基本的には、インターネットに掲載したデータが利用されて

いる現状において、印刷物の作成を取りやめても、利活用上の支障は生じないも

のと考えられることから、適当である。 

また、公表の期日については、曜日の並びによる公表日の変動を考慮したもの

であり、公表期日の遅れを招くものではないこと、また、オンライン回答の促進

を図るなどにより、集計作業を効率化し、公表の早期化にも努めることとしてい

ることから、適当である。 

 

キ 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

本申請では、調査票情報の保存期間及び保存責任者について、表７のとおり、

変更する計画である。 

 

表７ 

 関係書類 保存責任者 保存期間 

現行 調査票 経済産業局長及び経済産業大臣 ２年 

変更案 

記入済み調査票 経済産業局長及び経済産業大臣 ２年 

調査票の内容を記録し

た電磁的記録 
経済産業大臣 永年 

 

これについては、現状において、調査票情報の保存期間が２年とされ、３年以

上前のデータについては集計表以外残っておらず、二次利用する際に支障が生じ

ることは否定できないが、今回の変更により、少なくとも、今後行われる調査に

ついては、調査票の内容を記録した電磁的記録が永年保存されることとなり、二

次利用への対応も可能になることから、適当である。 
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２ 統計審議会諮問第 307 号の答申（平成 18 年３月 10 日付け統審議第５号）で示され

た「今後の課題」への対応状況 

本調査については、統計審議会第307号の答申において、以下の検討課題が指摘さ

れている。 

 今回の調査項目の変更により把握されることとなる大口販売と小口販売について

は、平成19年に予定されている自由化範囲の拡大が実施された場合には、その範囲

が変更されることになるので、経済産業省は、平成19年以降も統計の比較が継続し

行うことができる工夫を検討する必要がある。 

これについて、経済産業省は、今般のガス事業法の改正に伴い、本申請において、

調査対象となる事業者区分のほか、調査事項の一部を見直すこととしているが、集

計に当たっては、時系列データについても必要に応じて接続できるよう、データの

継続性に配慮するとしていることから、対応は適当と考える。 

３ オンライン調査の推進 

オンライン調査については、 

① 報告者負担の軽減や集計業務の効率化、正確な統計作成など多くのメリットがあ

ること 

② 「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）におい

て、統計調査の実施計画を企画する際、オンライン調査を導入している調査は、オ

ンラインによる回収率の向上方策について事前に検討することが指摘されているこ

と 

③ 「オンライン調査の推進に関する行動指針」（平成27年４月17日オンライン調査

推進会議申合せ）において、基幹統計調査や大規模統計調査がオンライン調査の充

実に優先的に取り組む調査とされていること 

等を踏まえ、その推進に一層取り組むことが求められている。 

本調査においては、郵送による回答のほか、従前からオンラインによる回答も可能

となっており、オンラインによる回答率（平成27年調査実績）は、調査票様式１－

１及び１－２で約60％、様式２で約25％という状況にある。 

しかし、本調査が月次調査であり、かつ、全数調査であることから、同一報告者に

反復継続的に調査が実施されていることなどを考慮すれば、オンライン利用率の向上

を図る余地があるものと認められる。 

これについて、経済産業省は、これまで業界団体を通じてオンライン回答の依頼等

を行っており、オンライン回答率は上昇傾向にあることから、引き続き、オンライン

回答の普及を図ることとしている。 

このように、オンライン調査の推進に取り組んでいることは評価できるところであ

り、今後更なる利用促進を期待する。 
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４ 今後の課題 

調定数等を都道府県別に把握することについては、今後のガス小売全面自由化の進

展状況を踏まえ、報告者負担や利用者ニーズにも留意しつつ、例えば、年１回の調査

事項として追加する等、その把握可能性について、引き続き検討することが必要であ

る。 

 


